
12月23日(金)、政府は令和5年度当初予算を閣議決定しました。
このなかで、航空連合が関係各所に対して強く要請してきた公租
公課の減免措置が実現することとなりました（NEWS EXPRESS 23-

88/24-11/24-21など参照）。
具体的には、空港使用料（着陸料・停留料・航行援助施設利用

料）が計310億円が減免されることとなり、すでに公表されている
190億円の航空機燃料税の減免（NEWS EXPRESS 24-28 参照）を
含め、航空業界全体で合計500億円の減免となります。
これら一連の措置は、令和3年度が1,200億円、令和4年度が

700億円規模となっており、令和5年度は前年度に続いて減免額が
縮小することとなりました。しかし、航空需要が回復基調にあり、
単年度での黒字化も予想されるなかでの減免継続は、政府として
大きな判断といえ、長引くコロナ影響で財務状態が脆弱化した
各企業にとっては貴重な投資原資となります。
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航空連合は引き続き、日本の航空関連産業の健全な発展や、
公平な競争環境の整備に向けた政策実現に取り組んでいきます。

公租公課減免額 経年推移

1,200億円 700億円 500億円

令和3年度 令和4年度 令和5年度
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